（R6冬　大阪教組本部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目１

○　令和６年度の人事委員会勧告にかかる再任用職員の給料月額の取扱いについては、勧告どおり令和６年４月１日に遡及して引き上げることとしたい。

〇　また、再任用職員について、令和７年４月１日から住居手当を支給したい。

項目２

○　教育職給料表の２級は教諭の職務の級とされており、臨時講師に適用することは困難である。

○　栄養教諭の代替者は、栄養士である学校栄養職員を臨時技師として任用しているところ。

○　給与条例において、栄養士の給料表は医療職給料表（二）と定められており、ご要求に応じることは困難である。

項目３

○　外国語指導員の基本報酬については、国の外国語指導助手（ALT）や他の外国語講師等の報酬額を参考に設定している。

○　また、報酬以外の勤務労働条件等については、国の非常勤職員制度や、府の常勤職員の状況を勘案した上で、府における他の非常勤職員との権衡を保つため、現行の制度としている。

○　今後とも、給与改善をはじめ勤務労働条件に関わる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

○　会計年度任用職員の給与については、令和４年４月から「常勤職員の給料表を基礎」とし、「職務経験等の要素を考慮」する制度に見直したところ。

○　報酬及び期末・勤勉手当の改定については、常勤職員に準じて、令和６年４月１日に遡って実施してまいりたい。

○　今後とも、勤務労働条件に関わる諸事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

項目４

○　国の旅費制度の改正については、令和６年５月に「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和７年４月から施行されることとなっている。教育庁においては、皆様のご意見も伺いながら、条例に基づき対応してまいる。

項目５

○　勤務労働条件に関わる事項については、皆様方と十分に協議を行ってまいりたい。

項目６

○　65歳への段階的な定年年齢の引上げについては、令和６年８月に年度末年齢59歳の教職員に対し、情報提供・意思確認を行ったところ。

○　引き続き、勤務労働条件に関わる事項について皆様方と十分に協議を行ってまいる。

項目７

○　教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。

○　評価結果の給与等への反映については、平成19年度から前年度の評価結果を昇給及び勤勉手当に反映しており、また、皆さま方との協議を踏まえ、平成24年度からは上位評価の昇給への反映を廃止するとともに、勤勉手当については、より勤務成績が反映できるよう成績率を見直したところ。

○　平成25年度からは、授業アンケートを踏まえた教員評価の仕組みを導入し、この間、客観性・適正性をより一層確保するため必要な改定を行いながら定着を図ってきたところ。

○　また、システムの運用状況の確認を行うため、毎年度、府立学校、市町村教育委員会を対象とした調査を行っているが、これに加え、今年度８月には、教職員を対象とした評価・育成システムに対するアンケート調査を実施し、評価者：90.1％（1,126名中1,014名）、被評価者：68.6％（18,812名中12,903名）の方から回答をいただき、現在集約中である。

○　引き続き、「教職員の評価・育成システム」がより良い制度となるよう、必要に応じて充実・改善を図ってまいる。

項目８

○　府立学校においては、長時間勤務の要因について分析を実施し、特に部活動方針の遵守など府立学校全体の課題に応じた取組みを令和６年２月に定めたところ。

〇　更に、これらの取組を着実に進めるため、令和６年度の夏季休業期間中に長時間勤務が常態化している教員が在籍する学校の校長に対し、ヒアリングを実施した。

○　ヒアリング対象になった学校については、今後も進捗管理を行い、必要に応じて改善を促していく。

〇　併せて、デジタル採点等のＩＣＴを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。

○　市町村立学校については、教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則等の制定や労働基準法第36条に基づく協定の締結がされていない自治体を対象にヒアリングを実施したところ。

○　引き続き、市町村立学校における働き方改革が進められるよう府立学校で実施している趣旨を踏まえて指導助言するなどの働きかけを行ってまいる。

項目９

○　府立学校教職員については、学校保健安全法及び労働安全衛生法に基づき定期健康診断を実施している。また、メンタルヘルス不調の未然防止を図るため、ストレスチェックを実施し、その結果に基づく医師による面接指導等を行うとともに、集団分析を行い、その結果を各府立学校の安全衛生委員会で活用し、職場環境の改善を図るよう安全衛生管理者に対し指導している。併せて労働安全衛生について理解を深めるため、安全衛生管理者及び衛生管理者を対象とした研修を毎年実施している。

○　市町村立学校の労働安全衛生対策の充実については、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」に学校規模に応じた労働安全衛生管理体制を確立するよう示している。また、「全国安全週間」の通知等、各市町村教育委員会へ府立学校の労働安全衛生にかかる様々な取り組みを参考送付している。

○　また、市町村教育委員会教育長会議等においては、時間外労働が月80時間を超えた教職員への産業医面談等の実施や、公立学校共済組合が実施している「大阪メンタルヘルス総合センター」の各種健康相談事業等の積極的な活用を推奨し、メンタルヘルス不調の未然防止及び、心身の健康の保持増進のため労働安全体制の充実を図るよう指導している。

項目１０

○　学校事務職員のモチベーションを向上させるためにも、また教職員の働き方改革に繋げるためにも、「事務の共同実施」は有効であると認識している。

○　これまでも様々な場を活用するなど工夫をしながら市町村教育委員会に対し、自主的な取組みを働きかけているところであり、これまでの取組みで、未実施の市町村教育委員会においても、より具体的な検討が進められてきているところ。

○　今後も引き続き市町村教育委員会に対し、様々な場を活用して検討を促してまいる。

項目１１

○　給与制度の変更の際には、適切な時期に市町村教委に情報提供をおこなっているところ。

〇　また、通勤認定事務の簡素化を目的として令和６年度から実施している通勤認定基準の緩和にあたっては、学校内での周知用としてチラシを作成するとともに、学校事務職員向けに新制度周知のための説明動画を配信したところ。

○　福利厚生については、公立学校共済組合や互助組合等との役割分担を図りながら、対応しているところ。事務の簡素化や制度変更の際には、関係機関と連携して進めてまいる。


○　府費負担教職員の給与・旅費・手当支給事務については、各学校事務職員が紙ベースの手作業により処理していた報告事務及び帳票受領事務を、平成18年9月からパソコンによるオンライン処理に変更するなど、事務の効率化・簡素化に努めてきたところ。

○　今後とも、システム改修に当たっては、学校及び教職員にとってより良きものとなるよう、現場のご経験等もお聞きしてまいりたい。

項目１２

○　「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」では、令和６年度より体制整備補助における補助対象を拡充し、これまでの医療的ケアを必要とする児童生徒に加え、学校教育法施行令第22条の３に規定する障がいの程度の児童生徒（支援学校へ就学するための条件となる障がいの程度に該当する児童生徒）も対象とした。令和６年度は、29市町が本事業を活用する予定である。本事業の活用がより一層進むよう、市町村教育委員会と連携してまいる。

○　また、本事業の実施により、支援を必要とするすべての児童生徒が安心して小・中・義務教育学校へ就学し、安全安心な学校生活を送るための体制づくりを促進するとともに、今後とも、障がいのある児童生徒へのきめ細やかな対応がより一層推進され、教職員の負担軽減が図られるよう努めてまいる。

項目１３

○　中学校給食の運営については、学校給食の実施主体である市町村が、各市町村の議会等での議論を踏まえ、市町村として最もふさわしい実施方法を決定したものであるので、その内容については尊重すべきものと考えている。

○　加配措置をしている学校への訪問の際には、校内体制の整備や、市町村教育委員会のサポート体制等について、必要に応じて指導・助言を行っている。

○　栄養教諭の定数改善については、これまでも全国都道府県教育長協議会や全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会を通じた要望、また「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」において大阪府からも栄養教諭を各校１名配置とするよう要望しているところ。今後とも引き続き、定数改善について要望してまいる。

○　栄養教諭については、義務標準法による定数を基礎として、児童生徒の食の指導への対応を行う学校に対する加配も含め、各校の状況を勘案の上、配置している。
項目１４

○　色覚検査については、平成14年の学校保健法施行規則の改正により健康診断の必須項目から削除され、本人及び保護者から申し出があったときは、個別に対応することとなっている。

○　平成26年４月30日付け26文科ス第96号「学校保健安全法施行規則の一部改正等について（通知）」においては、「特に、児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があること」としている。

○　上記通知の留意事項等を踏まえ、対応いただいているところであるが、学校において色覚に特性のある児童生徒への対応が引き続き適切に実施されるよう、平成31年4月に通知及び事務連絡を行ったところ。

○　児童生徒に対する色覚の個別検査においては、学校医と連携し、十分に相談の上、適切な対応ができる体制を整えるよう、市町村教育委員会に対し、指導・助言してまいる。

◯　新たな健診等の導入があると、養護教諭をはじめとする教職員に新たな負担がかかると認識している。

◯　学校における健診においては、特定の教員に業務が集中することのないよう、引き続き、市町村教育委員会及び府立学校校長・准校長に対して組織的に対応するよう周知してまいる。

項目１５

○　府内小中学校において、不登校児童生徒数及び暴力行為発生件数、いじめ重大事態等、生徒指導上の課題が増加するとともに、個々の事案に至る背景や要因は複雑化、多様化し、特定が難しい状況である。そのため、これらの課題への対応にあたっては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門家とともに「チーム学校」として組織的な対応につなげることが重要と考えている。

○　増加する小学校への相談に対して定期的な支援が可能となるよう、すべての小学校に年間12回スクールカウンセラーを配置できるよう、配置時間を拡充した。また、福祉等の関係機関との連携が必要な生徒指導上の課題に対応するため、すべての中学校区に週１回、スクールソーシャルワーカーを配置できるよう市町村に対して補助を行っている。

○　また、いじめや児童虐待等への対応及び未然防止に向けて、市町村及び学校の支援体制を構築するために、「いじめ虐待等対応支援体制構築事業」を実施し、課題の大きい学校への支援人材等の配置や、深刻な事案に対し、学校が迅速かつ適切な対応が可能となるよう、スクールカウンセラースーパーバイザー、スクールソーシャルワーカースーパーバイザー、スクールロイヤー等から成る「府緊急支援チーム」を派遣する体制を整えている。

○　さらに、心身に不安を抱える子どもが学校に来にくくなったり、一旦不登校となると継続したりする傾向があることから、令和５年度より「不登校等対策支援事業」を実施し、「校内教育支援ルーム」を設置する事業実施校に対して、支援人材を配置している。「校内教育支援ルーム」を支援の核として、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携しながら、個に応じた多様な支援につなげられるよう働きかけている。

○　これらの支援を通じて、各校での専門家連携や生徒指導体制が構築されることで、事案の早期対応や深刻化防止が可能となることにより、教職員の負担軽減にもつながるよう取組みを進めている。

項目１６
	
○　食物アレルギー疾患のある子どもへの対応については、平成29年２月に策定した、「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を踏まえて対応するよう、これまでも市町村教育委員会に周知してきたところ。

○　また、令和４年３月には、より学校で活用しやすいものとすることを目的に本ガイドラインを改訂し、各様式やチェック表、記入例の追加等を行い、引き続きアレルギー事故の防止に向け、各府立学校、市町村教育委員会に対し活用するよう依頼したところ。

○　ガイドラインにも記載のとおり、学校における食物アレルギー対策は、校長・准校長を責任者として学校全体で取り組むことが必要であることから、今後も管理職を対象とした研修等、あらゆる機会をとらえて、アレルギー対応の周知をおこなってまいる。

○　学校における食物アレルギー、特に学校給食でのアレルギー対応は、栄養教諭の役割が重要であると考えており、栄養教諭や養護教諭の定数改善について、これまでも全国都道府県体育・スポーツ・保健・給食主管課長協議会などを通じた要望や、「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望」において大阪府からも栄養教諭の各校１名配置や養護教諭の算定基準の見直し等について要望しているところ。今後とも引き続き、定数改善について要望を実施してまいる。

○　学校給食での食物アレルギー対応や、食における合理的配慮が必要な子どもたちに、安全・安心な学校給食を提供するために学校で必要となる対応は、個人の努力や良心に任されるものではなく、児童生徒の安全性を最優先し、栄養教諭や養護教諭、児童生徒を受け持つ学級担任のみならず、管理職をはじめとする全ての教職員が共通理解のもと、連携して、組織的に対応することが重要であることから、さまざまな機会をとらえ、適切に指導をおこなってまいる。

○　府費負担教職員の配置については、義務標準法による定数を基礎として、各学校が抱える課題とその具体的な取り組みに対して、効果的・重点的な配置に努めている。

○　今後とも適正な勤務労働条件の確保等に向けて取り組んでまいる。

項目１７

○　令和７年度入学者選抜の詳細については、６月上旬に、市町村教育委員会及び中学校等に対して説明を行った。７月には「大阪府公立高校進学フェア2025」を開催し、その中で入学者選抜制度について説明するブースを設けるとともに、資料をウェブ上に掲載するなど、中学生や保護者の皆さんに制度の周知を図った。さらに、10月下旬には選抜実施要項について、市町村教育委員会や中学校等の進路指導担当者などを対象に説明を行った。

○　また、中学生の進路選択や中学校における進路指導を支援するため、府教育委員会のホームページに、公立高等学校・支援学校検索ナビ（愛称：「咲くなび」）を開設し、公立高校や支援学校の学校情報を提供している。併せて、各学校のホームページについても、創意工夫に努め、学校の活動を鮮明に伝えるよう指導しているところ。

○　加えて、中学校等における事務作業を軽減するため、平成28年度入学者選抜からは「成績一覧表作成ソフト」や「調査書作成ソフト」を順次導入するとともに、成績一覧表の提出を不要とした。また、平成30年度入学者選抜からは調査書を出願時にも提出できるようにした。

○　さらに、令和７年度入学者選抜より、志願者の利便性向上と教職員の負担軽減のため、府立学校でオンライン出願システムを導入する。

○　今後とも、選抜に関わる事項について、市町村教育委員会、中学校等に対して、丁寧な説明に努めてまいる。

○　入学者選抜制度の変更に伴い、進路指導の一層の充実が必要なことから、進路指導の核となる中学校を中心に府内全域のネットワークを構築し、情報共有する中で、各地区及び各中学校の進路指導の充実を図った。

○　今年度も、生徒一人ひとりが、希望する進路実現に向けた進路指導の取組みの充実のために進路指導地区代表者連絡会を設置し、進路指導の核となる中学校への支援として、非常勤講師措置を行っているところ。

項目１８

○　職場における様々なハラスメント行為は、個人としての尊厳を不当に傷つけ、その能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行を阻害する重大な問題であると認識している。

○　府教育庁では、令和４年４月１日付けで改正した各ハラスメント指針及びハラスメント相談窓口等の教職員への周知について、令和６年４月４日付けで府立学校校長・准校長あてに通知するとともに、市町村教育委員会あてに各市町村で策定している各ハラスメント指針等の周知や必要に応じた指針等の見直しを行うよう通知したところ。

〇　令和４年度に府立学校の教職員を対象として実施した「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」も踏まえ、来年度から、外部相談窓口の相談時間等の拡大を行う予定にしており、詳細については、改めて示させていただく。

○　管理職研修については、令和６年５月に府立学校校長・准校長、教頭を対象とした研修でハラスメントに関する講義を実施するとともに、令和６年４月から７月に、府立学校の新任校長・准校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修を、令和６年９月に小中学校の新任校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修をそれぞれ実施した。

○　また、昨年度に続き今年度も、「府立学校に対する指示事項」及び「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」に職場におけるハラスメントの防止を重点事項として掲げるとともに、ハラスメントの未然防止、良好な勤務環境の維持、校内相談窓口の周知と適切な対応を取組み項目として追記した。

○　今後も各ハラスメント指針について、周知を図るとともに引き続き実態把握に努めるなど、快適な働きやすい職場環境づくりに努めてまいる。

項目１９

○　女性教職員の職業生活における活躍の推進については、前計画に基づくこれまでの取組みを拡充・強化した「公立学校における特定事業主行動計画（２０２１）」を新たに策定し、府立学校及び市町村教育委員会に周知したところ。

○　また、次期計画策定時においても、現計画策定時と同様、実態把握等を行ってまいる。

○　今後とも働きやすい職場環境等の確保に向けて取組み、女性教職員の活躍を推進してまいる。

項目２０

○　本方針・マニュアルにおいては、部活動の指導・運営に係る体制の構築について、校長に対し、教員だけでなく、部活動指導員等の適切な指導者を確保していくことを基本としたうえで、教員の長時間勤務の解消等の観点を踏まえた適正な数の学校部活動の設置及び、学校全体としての適切な体制を構築するよう示している。

○　府立学校については、令和６年度240名の部活動指導員の配置を、市町村立中学校については、25市町269名に補助を予定しており、部活動における教員の負担を軽減している。引き続き拡充に努めてまいる。

項目２１

○　勤務条件等については、従前から必要に応じて、各府立学校及び各市町村教育委員会あてに周知を図るとともに、研修会等のあらゆる機会を通じて周知しているところ。

○　妊娠中の職員通勤緩和については母子健康手帳交付を受けている職員に加え、令和４年10月から母性健康管理指導事項連絡カード等のある職員にも対象を拡大したところ。

○　今後とも、母体保護や子育てに関する休暇制度が適切に運用されるよう努めてまいる。

○　教職員の母体保障については、母性保護の観点から個々の実態を踏まえ、適切に対処してまいる。

○　また、代替者の確保に資するよう、国による財源措置を活用することにより、今年度から小中学校では養護教諭、栄養教諭及び学校事務職員に、支援学校では栄養教諭に対象職種を拡大し、７月末までの期間に産育休を取得する教職員を対象に年度当初から臨時的任用職員を前倒しで任用する措置を実施しているところ。

○　今後とも適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。

○　学校事務職員に、制度として妊娠時の職務軽減を図ることは困難である。

項目２２

○　府教育庁では、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、これに基づく次世代育成の取組みを進めてきたところ。

〇　次期計画を策定する際は、実態把握に努めてまいる。

○　育児休業等の男性職員の取得促進については、子育て推進月間、育児短時間勤務の導入などに加えて、出生サポート休暇の導入や配偶者の育児参加休暇の取得可能期間の拡大、子育て部分休暇の対象となる子の年齢要件の拡大等、勤務制度の拡充を行ったところ。

○　育児休業期間の全てを退職手当の勤続年数に算入することは、通常に勤務する職員との均衡上、困難である。

項目２３

○　特別休暇については、より府民理解を得られる制度にする観点から、民間状況も一定反映されている国制度を基本に見直しを行い、平成22年度から実施しているところ。

○　なお、育児・介護休業法の改正等を踏まえ、子の看護休暇の取得事由については、令和７年４月から、子の学校行事への参加等も対象となるよう見直す。

○　また、子を養育する職員の時間外勤務免除の請求については、令和７年４月から、子の対象年齢を小学校就学前までに引き上げる。

○　また、育児部分休業については、令和７年10月から、１年につき10日相当時間数の範囲内で取得することを選択できることとする。

○　また、非常勤職員に係る子の看護休暇及び短期介護休暇の取得対象者については、令和７年４月から、雇用期間を６か月以上とする要件を撤廃するとともに、育児部分休業については、令和７年10月から、子の対象年齢を小学校就学前までに引き上げる。

○　その他、育児・介護休業法の改正に伴う令和７年４月及び10月からの取扱いについても、国家公務員に準じて見直してまいる。

○　以上の内容の詳細については、改めてお示しする。

○　今後も、母体保護や子育てに関する特別休暇の制度の運用が、適切に行われるよう指導するとともに、子育て中の教職員が働きやすい職場環境づくりに努めてまいる。

項目２４

○　介護要件を有する教職員に対する勤務条件制度として、介護休暇、介護欠勤制度、短期介護休暇、介護にかかる早出遅出勤務、介護時間がある。

○　これらのうち、介護休暇制度については、これまで期間延長等の改善を図るとともに、介護休暇制度の１回の取得回数の制限を平成29年４月１日から撤廃したところ。

○　また、介護時間については、平成29年１月１日から、国に準じて導入したところ。

項目２５

○　勤務制度の在り方に関しては、国や他府県の状況等を注視しているところ。

○　なお、病気休暇の取得にあたっては診断書の添付を必要としているところであるが、令和６年11月以降、職員の負担軽減の観点から、入院の場合は入院診療計画書、また、通院の場合は、通院した日に限り、年５日を限度として、診察時の領収書等により認めることとしたところ。



項目２６

○　精神疾患により休職している教員が復職する際の支援については、復職後２週間を限度として人的措置を行っているところ。

○　なお、復職後の人的措置については、授業をはじめ児童生徒への指導を単独で行うことが基本である教員の職務及び勤務態様の特殊性を踏まえ、児童生徒へ影響を及ぼさないことを目的として制度を創設していることから、教員以外の職種に対象を拡大することは困難であると考えている。

○　府立学校においては、「こころの健康づくり～大阪府立学校職場復帰支援プログラム～」を作成し、休業・休職していた教職員の職場復帰に際し、より円滑な職場復帰が果たせるよう、組織的・計画的なメンタルヘルス対策の推進に努めているところ。なお、本プログラムについては、令和３年５月に支援内容や手続きを段階ごとに再整理したほか、慣らし勤務支援プラン及び職場復帰後の支援プランの様式例の作成等所要の改正を行っている。

○　公立学校共済組合大阪支部においては、教職員のメンタルヘルスへの支援のために、平成２７年９月より「大阪メンタルヘルス総合センター」を運営し、教員以外の組合員についても、公認心理師等の専門家が相談対応している。また、令和４年度より教員以外の職種も対象とした復職後支援講座を開始している。

項目２７

○　高年齢期の職員については、高齢者部分休業などを制度化しているところ。

○　今後とも、国の制度を基本に対応してまいる。

項目２８

○　教職員の再採用制度については、教職員採用を取り巻く社会情勢等を踏まえ、令和７年度から、育児、介護、転職等により退職した教職員を対象とした採用選考を実施してまいる。

項目２９

○　今後とも、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」に基づき、同計画に記載している取組みについて、適切に進めてまいる。
○　令和６年度、府立学校校長研修（第１回）において、「障がいのある教職員の理解と活躍推進」と題して、障がい者である職員の一人ひとりが安心して働き続けることができるよう、管理職が取り組むべき教職員の理解の促進や相談等への対応について周知するとともに、同様の内容を府立学校教頭研修（第１回）、小・中学校新任校長研修（第１回）、及び、小・中学校新任教頭研修（第１回）においても周知したところ。

○　職場環境等の整備に係る合理的配慮に関しては、障がい者である職員の方からの職業生活に関する相談及び合理的配慮の申出等の相談窓口となる障がい者職業生活相談員を選任し、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」を策定している。同計画に基づき、障がい者の活躍を推進するための環境整備を進めてまいる。

項目３０

○　障害者の雇用の促進等に関する法律等の趣旨を踏まえ、今後とも適切に対応してまいる。

